
健康局安全衛生委員会等設置要綱 

（制定 平成 24 年４月１日） 

（最近改正 令和７年２月１日） 

 

（設 置） 

第１条 大阪市健康局に局全体に係わる安全衛生に関する事項並びに局内に設

置する安全衛生委員会等の調整事項等を調査審議するため、健康局安全衛生委

員会（以下「局委員会」という。）を設置する。 

２ 健康局内に労働安全衛生法の定めるところにより、次のとおり安全衛生委

員会を設置する。 

(1)健康局本庁安全衛生委員会 

(2)保健所安全衛生委員会 

(3)保健所船場安全衛生委員会  

３ 局委員会及び前項に定める安全衛生委員会を補完するために必要に応じて

事業所に職場安全衛生委員会を置くことができる。 

（目 的） 

第２条 局委員会は労働基準法及び労働安全衛生法に基づき、職員の労働安全

衛生に関する事項について調査、審議し、健康局長に意見を述べることを目的

とする。 

（職 務） 

第３条 局委員会は、前条目的を達成するため次の各号に掲げる職務を行う。 

(1) 各安全衛生委員会及び職場安全衛生委員会における重要事項の調査・審

議に関すること 

(2) 労働安全衛生に係る情報の収集及び提供に関すること 

(3) その他局委員会の目的達成に関すること 

２ 安全衛生委員会は次の各号に掲げる職務を行う。 

(1) 職場の安全確保及び衛生管理に関する事項について調査・審議に関する

こと 

(2) 審議記録の取りまとめ及び局委員会への報告に関すること 

３ 職場安全衛生委員会は次の各号に掲げる職務を行う。 

(1) 職場の安全確保及び衛生管理に関する事項について調査・審議に関する

こと 

(2) 審議記録の取りまとめ及び局委員会への報告に関すること 



（構 成） 

第４条 局委員会は、委員長１名、委員 10 名及び産業医１名で構成する。な 

お、局委員会には、委員長が必要と認めた場合、オブザーバー委員を置くこと

ができる。 

(1) 委員長は総務課長を充てる。 

(2) 委員のうち５名は衛生管理者または、安全もしくは衛生に関し知識及び  

経験を有する者のうち総務課長が指名し、その他５名は局委員会構成所属

における労働者の過半数で組織する労働組合がある時においてはその労働

組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない時においては労働者の過

半数を代表する者が推薦した者とする。 

(3) 産業医 1 名は健康局産業医の中から総務課長が指名する。 

(4) 局委員会の事務局を総務部総務課内に置く。 

２ 安全衛生委員会及び職場安全衛生委員会の構成、任期、運営等に係る規程

は別に定める。 

（任 期） 

第５条 局委員会の委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（運 営） 

第６条 局委員会は、委員長が招集し議長となる。 

２ 委員長に事故がある時は、委員長が指名する委員が職務を代理する。 

（専門委員会） 

第７条 委員長は必要に応じて専門委員会を開きその意見を聞くことができる。 

２ 専門委員会の委員は局安全衛生委員会の意見を聞いて委員長が委嘱する。 

（補 足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、局委員会の運営に関して必要な事項は

委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成 24 年 5 月 1 日から施行する。  

附 則  

この要綱は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和３年 8 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和５年７月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和７年２月１日から施行する。 


